
 

 

 
など、交通事故につながりやすい危険な状況での 

運転を控える宣言を行い、“交通事故を起こさない”

“交通事故に遭わない”ようにしましよう。 

この宣言は、ご自身の健康状態や運転能力に 

応じ、運転する時間帯や場所について、あらかじ 

め一定のルールを設け、それを守ることで、これ 

からも安全に運転していただくための取組です。 
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ご自身の認知機能や運動能力を確認する方法の１つとして、 

指定教習所(校)での「中間任意講習」受講があります。 

できる範囲で宣言いただくもので、宣言した事項に反しても罰則等はありません。 


